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(57)【要約】
【課題】リモートラジオユニットが自律的に空き周波数
を探索する。
【解決手段】無線基地局装置１は、ベースバンドユニッ
ト２と、ベースバンドユニットに接続されたリモートラ
ジオユニット２と、を有している。リモートラジオユニ
ット２は受信した信号のレベルを検出する検波器６１と
、検波器６１による信号レベルの検出の処理を行う制御
部６３と、を備えている。制御部６３は、検波器６１が
検出する信号の周波数を決定するとともに、検波器６１
によって検出される信号の周波数を、決定した周波数に
切り換える制御を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースバンドユニットと、
　前記ベースバンドユニットに接続されたリモートラジオユニットと、
　を有し、
　前記リモートラジオユニットは、
　受信した信号のレベルを検出する検出部と、
　前記検出部による信号レベルの検出の処理を行うとともに、前記検出部による検出結果
に関する情報を前記ベースバンドユニットに送信する処理を行う制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記検出部が検出する信号の周波数を決定するとともに、前記検出部に
よって検出される信号の周波数を、決定した周波数に切り換える制御を行う
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記検出部による検出結果に関する前記情報として、複数の周波数それ
ぞれの空き状況を示す情報を前記ベースバンドユニットへ送信する処理を行う
　請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記制御部は、複数の周波数の信号についての検出結果に関する情報をまとめて、前記
ベースバンドユニットへ送信する処理を行う
　請求項１又は２記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記制御部は、ベースバンドユニットからのベースバンド信号のフレームタイミングに
基づいて、信号レベルを検出すべき検出区間のタイミングを特定する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記制御部は、リモートラジオユニットにて受信した無線フレームのタイミングに基づ
いて、信号のレベルを検出すべき検出区間のタイミングを特定する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記リモートラジオユニットは、無線通信のための信号を受信する受信機を複数備える
とともに、複数の受信機のうちの少なくとも一つを、信号レベルの検出に兼用する
　請求項１～５のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記リモートラジオユニットは、受信した信号のレベルの検出が行われた区間における
信号の値を、無信号を示す値にして、ベースバンドユニット側へ出力する受信機を備えて
いる
　請求項１～６のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　ベースバンドユニットに接続して使用されるリモートラジオユニットであって、
　受信した信号のレベルを検出する検出部と、
　前記検出部による信号レベルの検出の処理を行うとともに、前記検出部による検出結果
に関する情報を前記ベースバンドユニットに送信する処理を行う制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記検出部が検出する信号の周波数を決定するとともに、前記検出部に
よって検出される信号の周波数を、決定した周波数に切り換える制御を行う
　ことを特徴とするリモートラジオユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、無線通信システム及びリモートラジオユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の無線通信の周波数需要の増加により、周波数スペクトルを共用する気運が高まっ
ている。周波数スペクトル共用のためには、他の無線機に妨害を与えないように、他の無
線機における周波数の使用の有無を確認してから、自機において使用する周波数を決定す
る必要がある。このような周波数決定の仕組みは、ＤＦＳ（Dynamic Frequency Selectio
n）、ＤＣＳ（Dynamic Channel Selection）、ＤＣＡ（Dynamic channel Allocation）な
どと呼ばれている（非特許文献１参照）。
【０００３】
　他の無線機で使用されている周波数を確認する場合には、ある周波数の信号レベルを測
定し、測定した信号レベルが所定の閾値よりも高ければ、その周波数は使用中であると判
断される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ８０２．１１ｈ　標準
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　無線基地局装置などの無線通信システムとして、近年、ベースバンド信号部と高周波部
とを分離した構成が増加している。高周波部は、アンテナ直下に設置され、ベースバンド
信号処理部は、高周波部とは離れた位置に設置される。ベースバンド信号処理部と高周波
部とは、光ファイバなどの伝送路で接続される。
　このような高周波部は、リモートラジオユニット（ＲＲＵ；Remote Radio Unit）とよ
ばれる。なお、リモートラジオユニットは、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ；Remote Rad
io Head）とよばれることもある。
　また、ベースバンド信号処理部及びその他の機能を有する装置は、ベースバンドユニッ
ト（ＢＢＵ；Base Band Unit）とよばれる。
【０００６】
　ベースバンドユニットとリモートラジオヘッドとを光ファイバなどによって接続する伝
送路の標準規格としては、ＣＰＲＩやＯＢＳＡＩなどが制定されている。この伝送路上に
は、ベースバンドＩＱ信号用のチャネルのほか、イーサネット（登録商標）チャネルを論
理的に設定することができる。
【０００７】
　リモートラジオユニットを有する無線基地局装置が、ＤＦＳのために、周波数を変えな
がら空き周波数チャネルを探索するには、通信制御部及びベースバンド信号処理部を備え
たベースバンドユニットが信号レベルを検出すべき周波数を決定した上で、リモートラジ
オユニットへ、逐一、周波数切換の命令を発する必要がある。
【０００８】
　周波数切換の命令を受けたリモートラジオユニットは、受信周波数を、ベースバンドユ
ニットから指示された周波数に切り換え、受信レベルを検出・測定する。そして、リモー
トラジオユニットは、検出した受信レベルを、ベースバンドユニットに報告する。
【０００９】
　このような受信レベルの検出は、複数の周波数で頻繁に行われる。したがって、ベース
バンドユニットとリモートラジオユニットとの間においては、受信周波数切換の命令や受
信信号レベルの報告などが頻繁に行われることになる。その結果、ベースバンドユニット
の処理負荷が大きくなったり、伝送路における他の通信を阻害したりするおそれがある。
【００１０】
　そこで、本発明は、空き周波数を確認するため信号レベル検出の処理を実行する場合に



(4) JP 2012-142718 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

おけるベースバンドユニットの処理負荷を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）本発明は、ベースバンドユニットと、前記ベースバンドユニットに接続されたリモ
ートラジオユニットと、を有し、前記リモートラジオユニットは、受信した信号のレベル
を検出する検出部と、前記検出部による信号レベルの検出の処理を行うとともに、前記検
出部による検出結果に関する情報を前記ベースバンドユニットに送信する処理を行う制御
部と、を備え、前記制御部は、前記検出部が検出する信号の周波数を決定するとともに、
前記検出部によって検出される信号の周波数を、決定した周波数に切り換える制御を行う
ことを特徴とする無線通信システムである。
【００１２】
　本発明によれば、リモートラジオユニット側で、検出部が検出する信号の周波数を自律
的に決定できるため、ベースバンドユニットの処理負荷を軽減することができる。
【００１３】
（２）前記制御部は、前記検出部による検出結果に関する前記情報として、複数の周波数
それぞれの空き状況を示す情報を送信する処理を行うのが好ましい。この場合、ベースバ
ンドユニットでは、各周波数が空いているか否かの判断をする必要がなく、ベースバンド
ユニットでの処理負荷が軽減される。
【００１４】
（３）前記制御部は、複数の周波数の信号についての検出結果に関する情報をまとめて、
前記ベースバンドユニットへ送信する処理を行うのが好ましい。この場合、検出結果に関
する前記情報を、リモートラジオユニットからベースバンドユニットへ送信する頻度を低
くでき、送信に伴う処理負荷・通信負荷を低減できる。
【００１５】
（４）前記制御部は、ベースバンドユニットからのベースバンド信号のフレームタイミン
グに基づいて、信号レベルを検出すべき検出区間のタイミングを特定することができる。
（５）また、前記制御部は、リモートラジオユニットにて受信した無線フレームのタイミ
ングに基づいて、信号のレベルを検出すべき検出区間のタイミングを特定することもでき
る。
【００１６】
（６）前記リモートラジオユニットは、無線通信のための信号を受信する受信機を複数備
えるとともに、複数の受信機のうちの少なくとも一つを、信号レベルの検出に兼用するの
が好ましい。この場合、信号レベルの検出時にも、他の受信機によって通信を維持できる
。また、無線通信のための受信機を信号レベルの検出に用いることができ、信号レベル検
出に兼用される受信機は、信号レベルを検出する必要がないときは、無線通信に用いるこ
とができる。
【００１７】
（７）前記リモートラジオユニットは、受信した信号のレベルの検出が行われた区間にお
ける信号の値を、無信号を示す値にして、ベースバンドユニット側へ出力する受信機を備
えているのが好ましい。
　受信した信号のレベルの検出が行われた区間における信号は、本来の通信で受信される
べき信号ではないから、無信号を示す値とすることで、受信した信号のレベルの検出が行
われた区間における信号がノイズとなることを防止できる。また、ベースバンドユニット
側では、受信した信号のレベルの検出が行われた区間とそうでない区間とを区別する必要
がない。
【００１８】
（８）他の観点からみた本発明は、ベースバンドユニットに接続して使用されるリモート
ラジオユニットであって、受信した信号のレベルを検出する検出部と、前記検出部による
信号レベルの検出の処理を行うとともに、前記検出部による検出結果に関する情報を前記
ベースバンドユニットに送信する処理を行う制御部と、を備え、前記制御部は、前記検出
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部が検出する信号の周波数を決定するとともに、前記検出部によって検出される信号の周
波数を、決定した周波数に切り換える制御を行うことを特徴とするリモートラジオユニッ
トである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、リモートラジオユニット側で、検出部が検出する信号の周波数を自律
的に決定できるため、ベースバンドユニットの処理負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】無線基地局装置の全体構成図である。
【図２】リモートラジオユニットの構成図である。
【図３】受信レベル測定処理のフローチャートである。
【図４】受信レベルテーブルを示す図である。
【図５】（ａ）はＦＤＤ方式における受信チャネルの無線フレーム構成例を示し、（ｂ）
はＴＤＤ方式における受信チャネルの無線フレーム構成例を示す図である。
【図６】ＣＰＲＩのフレーム階層図である。
【図７】ＣＰＲＩフレームと無線フレームとのオフセットを示す図である。
【図８】ＯＢＳＡＩの伝送フレーム構造を示す図である。
【図９】第２実施形態に係るリモートラジオユニットの構成図である。
【図１０】第３実施形態に係るリモートラジオユニットの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。
［１．無線基地局装置の全体構成］
　図１は、無線通信システムの一例として無線基地局装置１を示している。この無線通信
基地局装置１は、携帯電話などの端末装置が無線接続するものである。無線基地局装置１
は、ベースバンドユニット（以下、単に、「ＢＢＵ」ということもある）２と、リモート
ラジオユニット（以下、単に、「ＲＲＵ」ということもある）３と、を備えたシステムで
ある。なお、この無線基地局装置１は、例えば、ＬＴＥに準拠しており、ＦＤＤ方式で送
受信を行う。
【００２２】
　ＢＢＵ２とＲＲＵ３とは、光ファイバ４などの伝送路で接続されている。なお、伝送路
として、光ファイバに代えて、電気ケーブルを採用してもよい。また、一つのＢＢＵ２に
対して、一つのＲＲＵ３だけでなく、複数のＲＲＵ３を接続してもよい。
【００２３】
　ＢＢＵ２とＲＲＵ３とを接続する伝送路の通信インターフェースとして、ＣＰＲＩ（Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が採用されている。ただ
し、通信インターフェースとしては、ＯＢＳＡＩなど、他のものであってもよい。
　なお、ＣＰＲＩにおいて、ＢＢＵ２はＲＥＣ（Radio　Equipment　Control）とよばれ
、ＲＲＵ３はＲＥ（Radio　Equipment）とよばれる。
【００２４】
　ＢＢＵ２は、無線基地局装置１の上位ネットワークに接続するための上位ネットワーク
Ｉ／Ｆ２１と、通信を制御する通信制御部２２と、ＲＲＵ３との間で受け渡しされるベー
スバンド信号を処理するベースバンド信号部２３と、光Ｉ／Ｆ２４と、を備えている。
　ＲＲＵ３は、光Ｉ／Ｆ３１と、アンテナ３３から送受信される高周波信号を処理する信
号処理部３２と、を備えている。
　光Ｉ／Ｆ２４及び光Ｉ／Ｆ３１は、ＣＰＲＩに準拠したフレーム（ＣＰＲＩフレーム）
の送受信を行うためのインターフェース部であり、ＣＰＲＩに準拠した伝送制御の処理を
行う。
【００２５】
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［２．ＲＲＵの第１実施形態］
　図２は、ＲＲＵ３の信号処理部３２の詳細を示している。ＲＲＵ３は、一つの送信機４
０と、一つの受信機５０と、を有している。
　送信機４０は、送信ディジタル信号処理部４１、ＤＡＣ（ＤＡコンバータ）４２、変調
器４３、送信ローカル発振器４４，送信アンプ４５を備えている。
【００２６】
　送信ディジタル信号処理部４１は、光Ｉ／Ｆ３１に接続されており、ＢＢＵ２から送信
されてきたディジタル信号（ＩＱ信号）を処理して、ＤＡＣ４２に出力する。ＤＡＣ４２
は、ディジタル信号をアナログ信号に変換し、変調器４３に出力する。変調器４３は、送
信ローカル発振器４４からの高周波信号を変調し、変調後の信号を送信アンプ４５に出力
する。送信アンプ４５は、信号を増幅し、デュープレクサ４６を介して、信号をアンテナ
３３から出力させる。
【００２７】
　受信機５０は、受信ディジタル信号処理部５１と、ＡＤＣ（ＡＤコンバータ）５２と、
ＢＰＦ（バンドパスフィルタ）５３と、ミキサ５４と、受信アンプ５６と、を備えている
。
　アンテナ３３にて受信された信号は、デュープレクサ４６を介して、受信アンプ５６に
与えられる。受信アンプ５６は、受信信号を増幅し、ミキサ５４に出力する。ミキサ５４
は、受信した信号の周波数を、所定の周波数へ変換する。ミキサ５４には、受信ローカル
発振器５５が接続されている。この受信ローカル発振器５５は、ミキサ５４が信号を所定
の周波数へ変換するために必要とする高周波信号を生成する。
　ミキサ５４の出力は、ＢＰＦを介して、ＡＤＣ５２に与えられる。ＡＤＣ５２は、アナ
ログ信号をディジタル信号に変換し、受信ディジタル信号処理部５１に出力する。受信デ
ィジタル信号処理部５１は、受信信号を直交復調したＩＱ信号を光Ｉ／Ｆ３１を介して、
ＢＢＵ２に送信する。
【００２８】
　ＲＲＵ３は、ＲＲＵ３における動作等を監視する監視制御部（ＣＰＵ）６３を備えてい
る。本実施形態の監視制御部（以下、単に「制御部」という）６３は、自律的なＤＦＳ機
能を有しており、ＤＦＳのためにＢＢＵ２とＲＲＵ３との間で行われる制御が簡素化され
ている。
　ＤＦＳを行う無線基地局装置１は、複数の周波数チャネルそれぞれの信号レベルを測定
し、その信号レベルが所定の閾値よりも高ければ、他の無線基地局装置が、その周波数チ
ャネルを使用していると判断し、閾値よりも低ければ、その周波数チャネルは空いている
と判断する。
【００２９】
　ＤＦＳのために、ＲＲＵ３は、前記受信機５０におけるアナログ受信信号の信号レベル
を検出する検波器（検出部）６１を備えている。検波器６１によって検出された信号レベ
ルは、ＡＤＣ６２によってディジタル信号に変換され、制御部６３に与えられる。
　なお、受信信号レベルの検出は、アナログ検波器６１で行うことに代えて、受信ディジ
タル信号処理部５１でディジタル的に行っても良い。受信レベルは、信号の包絡線レベル
（√（Ｉ２＋Ｑ２））で得ることができる。
【００３０】
　ＤＦＳを行うには、複数の周波数チャネルそれぞれの信号レベルを検出する必要があり
、そのため、制御部６３は、検波器６１が検出する信号の周波数を自律的に決定する機能
を有している。検波器６１が検出する信号の周波数は、受信ローカル発振器５５の周波数
を変更することで、変更可能である。制御部６３は、受信ローカル発振器５５の周波数を
、自らが決定した周波数（検出周波数）を生じさせるための周波数に変更するための指示
を、受信ローカル発振器５５に出力する。その指示を受けた受信ローカル発振器５５は、
指示に従って、周波数を変更する。
【００３１】
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　本実施形態の制御部６３は、ＤＦＳのために検出される信号の周波数を自律的に決定で
き、周波数の選択にＢＢＵ２からの指示を必要としないため、ＤＦＳのためにＢＢＵ２と
ＲＲＵ３との間で行われる制御が簡素化されている。
【００３２】
　図３は、ＲＲＵ２におけるＤＦＳ処理（自律的な受信レベル測定処理）の流れを示して
いる。まず、制御部（ＣＰＵ）６３は、空き周波数であるか否かを確認すべき周波数を決
定し、決定した周波数に応じて、受信ローカル発振器５５の周波数を変更させるための指
示を、受信ローカル発振器５５に与える（ステップＳ１）。
【００３３】
　制御部６３から周波数変更の指示を受けた受信ローカル発振器５５は、その指示に従っ
て、周波数を変更する（ステップＳ２）。制御部（ＣＰＵ）６３は、受信ローカル発振器
５５が周波数を変更した後に、検波器６１にて検出された受信信号レベルを取得し、図４
に示す、受信信号レベルテーブルＴに記録する（ステップＳ３）。受信信号レベルテーブ
ルは、ＲＲＵが有する図示しないメモリに保存されている。
【００３４】
　なお、図４の受信信号レベルテーブルＴでは、制御部６３が、各周波数が空き周波数で
あるか否かを判断した結果が、「空き」の欄に記録されている。各周波数が、空きである
か否かは、所定の閾値（例えば、－８０ｄＢｍ）と、受信信号レベルと、を比較すること
で判断される。閾値よりも受信レベルの方が小さければ、「空き」（＝１）と判断され、
閾値よりも受信レベルの方が大きければ、「空いていない」（＝０）と判断される。
　各周波数が空きであるか否かの判断は、ＢＢＵ２側で行っても良いが、本実施形態のよ
うに、ＲＲＵ３側で行うことで、ＢＢＵ２側の処理負担を軽減できる。
【００３５】
　そして、ＢＢＵ２から、受信レベルテーブルＴの内容についての問い合わせがあれば（
ステップＳ４）、制御部６３は、ＢＢＵ２へ受信信号レベルテーブルＴの内容（検出結果
に関する情報）をまとめて送信する処理を行う（ステップＳ５）。
　本実施形態では、制御部６３は、ＢＢＵ２へ受信信号レベルテーブルＴの内容をまとめ
て送信する処理を行うため、受信レベルを検出する度に、ＢＢＵ２側へその結果を送信す
る必要がなく、ＤＦＳのためにＢＢＵ２とＲＲＵ３との間で行われる制御が簡素化されて
いる。
　また、図３では、ＢＢＵ２からの問い合わせがあったときに、テーブルＴの内容を送信
しているが、ＢＢＵ２からの問い合わせがなくても、ＲＲＵ３側が自発的にテーブルＴの
内容を送信してもよい。
【００３６】
　ＢＢＵ２から、受信レベルテーブルＴの内容についての問い合わせがなかった場合、又
は問い合わせがあった場合には、受信レベルテーブルＴの内容の送信が終了すると、制御
部６３は、次に確認すべき周波数を決定し（ステップＳ１）、その後の処理を繰り返す。
　受信レベルテーブルＴは、一旦作成されても、何度も更新されるため、受信レベルテー
ブルＴは、最新の周波数空き情報を示すものとなる。
　なお、制御部６３は、自律的に周波数を決定する方法としては、例えば、図４のテーブ
ルＴに示す周波数の順番（例えば、上から順）で決定することができるが、他の方法（例
えば、ランダム）であってもよい。
【００３７】
　また、空き周波数であるか否かを確認すべき周波数の範囲（探索周波数の範囲）及び／
又は、空き周波数であると判断するための受信レベルの閾値は、ＲＲＵに予め設定されて
いるが、これらの情報は、ＢＢＵ２側からＲＲＵ３に与えられても良い。
【００３８】
　ここで、ＲＲＵ３が、他の無線基地局装置からの信号を受信するための受信機を、端末
装置との本来的な通信のための受信機とは別に備えている場合には、任意のタイミングで
、ＤＦＳのための受信信号レベル検出を行うことができる。しかし、図２のように、端末
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装置からの信号を受信するための受信機を、他の無線基地局装置からの受信信号のレベル
検出に用いる場合、端末装置との通信周波数とは別の周波数の信号を受信することになる
。このため、端末装置からの受信時間の一部で、通常の受信を停止し、周波数を切り換え
て、受信信号レベル測定を行う必要がある。
【００３９】
　図５（ａ）は、ＦＤＤ方式において、端末装置からの信号受信中に、端末装置からの受
信を休止して、他の基地局装置からの受信信号レベルの検出を行う「検出区間」のイメー
ジを示し、図５（ｂ）は、ＴＤＤ方式における「検出区間」のイメージを示している。な
お、図５において、「Ｔ」は、送信無線フレームを示し、「Ｒ」は受信無線フレームを示
す。なお、ＦＤＤ方式では、一つの受信無線フレームＲ又は一つの送信無線フレームが無
線フレームであり、ＴＤＤ方式では、一つの送信無線フレームＴと一つの受信無線フレー
ムＲとを連結したものが無線フレームである。図５では、受信無線フレームの後尾の部分
を、検出区間として設定している。
　制御部６３は、この検出区間の開始時点において、受信周波数の切り換えを行い、所望
の周波数チャネルで、受信レベルの測定を行い、その後、周波数を、通常の受信周波数チ
ャネルに切り換える。
【００４０】
　検出区間の開始タイミング（必要であれば終了タイミングも）は、ＢＢＵ２からＲＲＵ
３側へ通知されてもよいが、ＢＢＵ２の処理負荷を軽減するため、ＲＲＵ３が自律的に、
検出区間のタイミングを把握するのが好ましい。
　検出区間が、所定の受信無線フレームの所定の区間であるとして設定されている場合、
制御部６３は、受信無線フレームのタイミングを把握できれば、設定された検出区間が、
実時間において位置するタイミングを把握することができる。
　つまり、制御部６３は、受信無線フレームのタイミングを特定することで、検出区間の
タイミングを特定する。
【００４１】
　検出区間のタイミングの特定は、ＢＢＵ２とＲＲＵ３との間の伝送インターフェースが
ＣＰＲＩである場合、次のように行うことができる。
　まず、ＢＢＵ２とＲＲＵ３との間でやり取りされるＣＰＲＩフレームは、”ＣＰＲＩ　
Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖ４．１”＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｐｒｉ．ｉｎｆｏ
／ｄｏｗｎｌｏａｄｓ／ＣＰＲＩ＿ｖ＿４＿１＿２００９－０２－１８．ｐｄｆ＞によれ
ば、図６のとおりである。
【００４２】
　ＣＰＲＩフレームは、１フレームあたり１０ｍｓの長さを持つ。１個のＣＰＲＩフレー
ム（ＣＰＲＩ１０ｍｓフレーム）は、１５０個のハイパーフレームによって構成されてい
る。図６において、Ｚは、１個のＣＰＲＩ　１０ｍｓフレームにおけるハイパーフレーム
のインデックス（Ｚ＝０．．．１４９）である。
【００４３】
　１個のハイパーフレームは、２５６個の基本フレームによって構成されている。図６に
おいて、Ｘは、１個のハイパーフレームにおける基本フレームのインデックス（Ｘ＝０．
．．２５５）である。
【００４４】
　基本フレームは、複数のワードによって構成されている。基本フレームを構成する各ワ
ードは、Ｗ＝０．．．１５のインデックスを持つ。一つのワードの長さＴは、８ｂｉｔ（
１バイト）である。なお、ＣＰＲＩでは、一つのワードの長さＴとして、１６ｂｉｔ、３
２ｂｉｔ、４０ｂｉｔ、６４ｂｉｔ，８０ｂｉｔなども定義されている。
　基本フレームにおいて、インデックスＷ＝０である先頭のワードは、制御ワードである
。基本フレームの残りのワード（Ｗ＝１．．．１５）は、ユーザデータ（ＩＱデータ）専
用であり、ＩＱデータブロックという。
【００４５】
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　一般に、ＣＰＲＩフレームのような、ＢＢＵ２とＲＲＵ３との間で伝送されるディジタ
ルＩＱデータフレームは、無線フレームの整数倍（１倍を含む）の時間長さを持ち、無線
フレームに対して、一定のオフセット量を持って同期している。
　例えば、図７に示すように、ＣＰＲＩフレームと、ＬＴＥの無線フレームとは、ともに
長さが１０ｍｓであり、オフセット量は一定量Δｔである。したがって、制御部６３は、
ＢＢＵ２から送信されてきたＣＰＲＩフレームの境界（先頭）を検出すれば、オフセット
量Δｔに基づいて、無線フレームの先頭位置を検出できる。無線フレームの先頭位置を検
出できれば、受信無線フレーム中において設定された検出区間の実時間位置を特定するこ
とができる。
　なお、以上のようにして検出された無線フレームのタイミングは、ＢＢＵ２から送信さ
れてきた送信無線フレームのタイミングであるが、ＦＤＤ方式の場合、受信無線フレーム
は、通常、送信無線フレームと一致しているので、受信無線フレームのタイミングを特定
したことになる。また、ＴＤＤ方式の場合、図５（ｂ）に示すように、無線フレーム内で
送信無線フレームと受信無線フレームは、所定時間毎に、交互に発生するため、送信無線
フレームのタイミングを特定すれば、その所定時間後を、受信無線フレームのタイミング
として特定することができる。
【００４６】
　なお、ＣＰＲＩにおいて、各ハイパーフレームの先頭（Ｚ．Ｘ．Ｙ＝Ｚ．０．０）には
、同期コードＫ２８．５が設けられている。したがって、制御部６３は、光Ｉ／Ｆ３１か
ら、ＣＰＲＩフレームを取得して、この同期コードを検出することで、各ハイパーフレー
ムの先頭を検出できる。そして、ハイパーフレームにおいて、同期コードの次には、ハイ
パーフレームインデックスＺが格納されている。したがって、制御部６３は、ハイパーフ
レームインデックスが０であれば、そのハイパーフレームが、２５０個のハイパーフレー
ムの先頭（ＣＰＲＩフレームの先頭）であることを検出できる。
【００４７】
　ＢＢＵ２とＲＲＵ３との間の伝送インターフェースがＯＢＳＡＩである場合もＣＰＲＩ
の場合と同様に行うことができる。例えば、ＯＢＳＡＩは、図８に示すように、１０ｍｓ
周期のマスターフレーム（図８では、「フレーム０」）を持っている。無線通信の規格が
ＷｉＭＡＸである場合、無線フレーム長は５ｍｓであるので、２個の無線フレームが、マ
スターフレームに入る。そして、無線フレームとＯＢＳＡＩの伝送フレームとは、ＣＰＲ
Ｉの場合と同様に、一定のオフセット量をもって同期している。
　したがって、制御部６３は、ＣＰＲＩの場合と同様に、マスターフレームの境界を検出
すれば、無線フレーム内での検出区間の実時間位置を特定することができる。
【００４８】
　なお、ＯＢＳＡＩにおいて、マスターフレームは、複数のＭＧ（Massage Group）を有
しており、マスターフレームの最後尾には、Ｋ２８．７という同期コードを持っている。
したがって、制御部６３は、光Ｉ／Ｆ３１から、ＯＢＳＡＩフレームを取得して、この同
期コードを検出することで、ＯＢＳＡＩフレームの境界を検出できる。
【００４９】
　なお、本実施形態では、ＢＢＵ２からの伝送フレームに基づいて、無線フレームのタイ
ミングを検出したが、受信ディジタル信号処理部５１から又はＡＤＣ５２の出力から、受
信無線フレームを取得し、受信無線フレームに含まれる同期信号を検出することで、受信
無線フレームのタイミングを検出してもよい。
【００５０】
［３．ＲＲＵの第２実施形態］
　図９は、第２実施形態に係るＲＲＵ３を示している。図９のＲＲＵ３が、図２のＲＲＵ
３と異なる点は、受信機（送信機も）を複数備えていること、及び、受信ローカル発振器
を複数備えている点である。なお、図９に関して、説明を省略した点は、図２と同様であ
る。
【００５１】
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　図２のように、ＲＲＵ３が受信機５０を一つしかもっていない場合、他の無線基地局装
置からの受信信号レベルの測定は、受信周波数を切り換える必要があるため、通常通信の
ための受信を休止しなくてはならない。受信の休止によって通信スループットが低下する
。しかも、受信を休止しようとすれば、基地局装置１は、端末装置に対して、送信を停止
するように通知しなければならない。この通知は、ＢＢＵ２の通信制御部２２が発するこ
とになるため、ＢＢＵ２の処理負荷を大きくする要因となる。
【００５２】
　図９のＲＲＵ３は、受信機５０ａ，５０ｂを２個備えている。これは、マルチアンテナ
システム（ＭＩＭＯなど）に対応して、送受信系統を複数備えたものである。
　本実施形態では、マルチアンテナシステムのために複数備わった受信機５０ａ，５０ｂ
のうちの一部（少なくとも一つ（第２受信機５０ｂ））を、端末装置との間で行われる無
線通信のほか他の基地局装置からの受信信号レベルの検出にも兼用し、残り（第１受信機
５０ａ）を、端末装置との間で行われる通常の無線通信における受信に用いる。
【００５３】
　信号レベルの検出に用いる第２受信機５０ｂでは、信号レベルの検出区間においては、
受信ディジタル信号処理部５１ｂから出力されるディジタル信号（ベースバンド信号（受
信ＩＱ信号））に代えて、ゼロ（無信号を示す値）を出力する。したがって、ＢＢＵ２へ
は、検出区間における第２受信機５０ｂの出力信号として、ゼロ値が与えられる。
　ＢＢＵ２では、２系統の受信機５０ａ，５０ｂからの信号を合成して受信処理を行うた
め、検出区間においても、端末装置との通信を継続できる。すなわち、ＳＴＣ（Ｓｐａｃ
ｅ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｉｎｇ）が行われている場合、ＢＢＵ２にとっては、第２受信機５
０ｂからの出力がゼロになっても、単に、第２受信機５０ｂからみた通信環境だけが劣化
（例えば、無線伝送路が遮断）した状態と同様である。したがって、第１受信機５０ａに
よって端末装置からの信号が受信できていれば、検出区間においても、通信を継続できる
。また、ＢＢＵ２側では、受信した信号のレベルの検出が行われた区間とそうでない区間
とを区別する必要がない。したがって、ＢＢＵ２では、信号レベルの検出区間において、
ＲＲＵ３からの受信ＩＱ信号を遮断する等の処理を行う必要がない。
【００５４】
　検出区間において第２受信機５０ｂの出力をゼロに設定するため、第２受信機５０ｂは
、信号切替部６８を備えている。信号切替部６８は、第２受信機５０ｂの出力として、受
信ディジタル信号処理部５１ｂの出力を選択する場合と、ゼロ値を選択する場合とに、切
り替えるためのものである。
　信号切替部６８には、制御部６３から指令（受信ＩＱ切替信号）が与えられる。信号切
替部６８は、制御部６３からの指令に従い、信号レベルの検出区間においては、ゼロ値を
出力し、それ以外のときには、受信ディジタル信号処理部５１ｂの出力を出力する。
【００５５】
　また、第２実施形態では、受信ローカル発振器として、第１受信ローカル発振器５５－
１と、第２受信ローカル発振器５５－２と、を備えている。第１受信ローカル発振器５５
－１は、端末装置との間で行われる通常通信用の発振器であり、第２受信ローカル発振器
５５－２は、他の基地局装置からの受信信号レベル検出用の発振器である。
　第１受信ローカル発振器５５－１の出力は、分配器６５を介して、第１受信機５０ａ及
び切替部６６に与えられる。切替部は、分配器６５を介して与えられた第１受信ローカル
発振器５５－１からの出力と、第２受信ローカル発振器５５－２からの出力と、を選択的
に、第２受信機５０ｂに与えるものである。
【００５６】
　切替部６６には、制御部６３から指令（高周波スイッチ切替信号）が与えられる。切替
部６６は、制御部６３からの指令に従い、信号レベルの検出区間においては、第２受信ロ
ーカル発信器５５－２からの出力を、第２受信機５０ｂのミキサ５４ｂに与え、それ以外
のときには、第１受信ローカル発振器５５－１からの出力を、第２受信機５０ｂのミキサ
５４ｂに与える。
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　このように、通常通信用と受信信号レベル検出用の二つの発振器５５－１，５５－２を
設けることで、周波数の切替を迅速に行うことができる。つまり、発振器自体の発振周波
数を変更しようとすると、ある程度の時間が必要となり、その分、検出期間が長期化し、
通信のスループットの低下を招く。これに対して、検出区間の始まりと終わりにおいて、
通常通信用と受信信号レベル検出用の二つの発振器５５－１，５５－２を切り替えること
で、迅速に周波数を変更できる。
【００５７】
［４．ＲＲＵの第３実施形態］
　図１０は、第３実施形態に係るＲＲＵ３を示している。このＲＲＵ４では、４つの送受
信系統を有するマルチアンテナシステムが採用されている。４つの受信機５０ａ，５０ｂ
，５０ｃ，５０ｄのうち、第４受信機５０ｄが、他の基地局装置からの受信信号レベル測
定に用いられる受信機とされている。
　第３実施形態の第４受信機５０ｄは、第２実施形態の第２受信機５０ｂと同様の構成で
あり、第３実施形態の第１～第３受信機５０ａ，５０ｂ，５０ｃは、第２実施形態の第１
受信機５０ａと同様の構成である。
　また、第３実施形態において、説明を省略した点については、第２実施形態と同様であ
る。
【００５８】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味、及び範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
　例えば、上記実施形態では、リモートラジオユニットの受信機として、周波数を１回変
換する、いわゆるシングルコンバージョン型の構成を示したが、２回変換するダブルコン
バージョン型、３回変換するトリプルコンバージョン型などであってもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　無線基地局装置（無線通信システム）
　２　　ベースバンドユニット
　３　　リモートラジオユニット
５０，５０ａ，５０ｂ，５０ｃ，５０ｄ　　受信機
６１　　検波器（検出部）
６３　　制御部
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